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(57)【要約】
【課題】炭酸ガスの量、圧力等を制御し最適な状態で炭
酸ガスを生体の皮膚から吸収させることができる炭酸ガ
ス圧浴システムを提供する。
【解決手段】所定値以上の濃度の炭酸ガスを生体の皮膚
に接触させることにより、血管を拡張させ血液循環を改
善させるためのシステムであって、炭酸ガス供給手段１
１と、液体供給手段２１と、この液体供給手段２１から
供給された液体をミスト状にし、前記炭酸ガス供給手段
１１から供給された炭酸ガスに含ませた状態で加圧供給
する炭酸ガス及びミスト供給手段３１と、前記生体の皮
膚を覆い、前記炭酸ガス及びミスト供給手段３１から供
給された炭酸ガス及びミストを内部に封入する空間を形
成するフラットなパッチ形状のカバー手段４１と、から
構成され、前記カバー手段４１内の炭酸ガスを所定の圧
力値以上で生体の皮膚に接触させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定値以上の濃度の炭酸ガスを生体の皮膚に接触させることにより、血管を拡張させ血
液循環を改善させるためのシステムであって、
　炭酸ガス供給手段と、
　液体供給手段と、
　前記液体供給手段から供給された液体をミスト状にし、前記炭酸ガス供給手段から供給
された炭酸ガスに含ませた状態で加圧供給する炭酸ガス及びミスト供給手段と、
　前記生体の皮膚を覆い、前記炭酸ガス及びミスト供給手段から供給された炭酸ガス及び
ミストを内部に封入する空間を形成するフラットなパッチ形状のカバー手段と、から構成
され、
　前記カバー手段内の炭酸ガスを所定の圧力値以上で生体の皮膚に接触させることを特徴
とする炭酸ガス圧浴システム。
【請求項２】
　前記カバー部材内部を加圧する加圧手段を、さらに備えることを特徴とする請求項１に
記載の炭酸ガス圧浴システム。
【請求項３】
　前記加圧手段は、インターバル加圧を行うことを特徴とする請求項２に記載の炭酸ガス
圧浴システム。
【請求項４】
　前記炭酸ガス、液体、及びミストの供給状態を計測するセンサと、
　該センサの計測値に基づき前記炭酸ガス、液体、及びミストの供給制御を行う制御手段
と、
をさらに備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の炭酸ガス圧浴システム。
【請求項５】
　前記液体は、水であることを特徴とする請求項１又は４に記載の炭酸ガス圧浴システム
。
【請求項６】
　前記液体は、メンソール、ビタミンＥ、ビタミンＣ、シクロデキストリン、光触媒とア
パタイトの複合体、ヒアルロン酸、コエンザイムＱ１０のうち、何れか一つまたは複数の
薬剤が含有された水であることを特徴とする請求項１又は４に記載の炭酸ガス圧浴システ
ム。
【請求項７】
　前記液体は、加熱された状態で前記炭酸ガス及びミスト供給手段に供給されることを特
徴とする請求項５又は６に記載の炭酸ガス圧浴システム。
【請求項８】
　前記炭酸ガス及びミスト供給手段から前記カバー内に供給される前記ミストの粒径は、
１０μｍ以下であることを特徴とする請求項７に記載の炭酸ガス圧浴システム。
【請求項９】
　前記制御手段は、炭酸ガス圧浴時における前記カバー部材内の圧力を１．０５乃至２．
５気圧に保持することを特徴とする請求項４に記載の炭酸ガス圧浴システム。
【請求項１０】
　前記炭酸ガス及びミスト供給装置が供給するミストに電荷を付与する電荷付与手段をさ
らに備えることを特徴とする請求項１に記載の炭酸ガス圧浴システム。
【請求項１１】
　前記電荷は、マイナス電荷であることを特徴とする請求項１０に記載の炭酸ガス圧浴シ
ステム。
【請求項１２】
　前記カバー手段が、生体の皮膚との間に炭酸ガス及びミストを溜める空間を形成するカ
バー部材と、該カバー部材の周縁に設けられ、該カバー部材を生体の皮膚に貼着するため
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の貼着部と、前記カバー部材内部に炭酸ガス及びミストを導入するため該カバー部材内と
連通し、内部に逆流防止弁が形成された供給口と、を備えることを特徴とする請求項１に
記載の炭酸ガス圧浴システム。
【請求項１３】
　前記カバー手段を生体の皮膚に固定するための固定手段をさらに備えることを特徴とす
る請求項１に記載の炭酸ガス圧浴システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭酸ガスを生体の皮膚に直接接触させて血液循環を改善させるための炭酸ガ
ス圧浴システムに係り、特に、炭酸ガスを所定の圧力値以上で生体の皮膚に接触させるこ
とにより皮膚からの炭酸ガスの吸収効率を向上させる炭酸ガス圧浴システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、炭酸ガス（二酸化炭素：ＣＯ２）は生体の皮膚に触れるだけでその皮下に浸
透し、浸透部位の血管を拡張させて血液循環を改善する作用があることが知られている。
そしてこの血行促進作用により、血圧降下、代謝の改善、疼痛物質や老廃物の排除促進等
、様々な生理的効果を発揮する。このため、近年、炭酸ガスは医療目的のほか、健康増進
、美容促進といった点からも広く注目を集めている。
【０００３】
　炭酸ガスを生体の比較的狭い局所において吸収させるための技術としては、これまでに
、例えば人体表面の一部に装着し人体表面とともに密閉空間を形成するカバーを人体に装
着し、その密閉空間内に炭酸ガス供給手段から炭酸ガスを導入して炭酸ガス浴を行う血行
促進装置（特許文献１参照）等が開示されている。
【０００４】
　なお、炭酸ガス供給手段と、加圧手段と、生体の皮膚を覆い炭酸ガスを所定の圧力値以
上で生体の皮膚に接触させるためのフラット形状のカバー手段を備える炭酸ガス圧浴装置
が、本発明者によりこれまでに提案されている。
【特許文献１】特開平０７－１７１１８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された従来の炭酸ガス浴のための装置では、炭酸
ガスを封入するカバーの容積が大きく、全体に充満させると炭酸ガスを大量に消費してし
まうという問題があった。しかし、装置を実用化するためには使用者の様々な体型に対応
できるように、カバーにある程度余裕を持たせることは不可欠である。そのため炭酸ガス
の密閉空間をコンパクトにするのは難しく、結果として炭酸ガスの消費量を抑えることは
困難だった。
【０００６】
　一方、本発明者により既に提案されている炭酸ガス圧浴装置では、フラット形状のカバ
ーを用いることにより炭酸ガスの消費量を大幅に抑制することができる。しかし、カバー
内に導入する炭酸ガスの量やその圧力、及び炭酸ガスとともに供給されるミストの粒子径
、量、圧力等を一括で管理し、最適に制御することはできなかった。
【０００７】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みて、炭酸ガスの量、圧力等を制御し最適な状態で炭
酸ガスを生体の皮膚から吸収させることができる炭酸ガス圧浴システムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するために、所定値以上の濃度の炭酸ガスを生体の皮膚に接
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触させることにより、血管を拡張させ血液循環を改善させるためのシステムであって、炭
酸ガス供給手段と、液体供給手段と、この液体供給手段から供給された液体をミスト状に
し、前記炭酸ガス供給手段から供給された炭酸ガスに含ませた状態で加圧供給する炭酸ガ
ス及びミスト供給手段と、前記生体の皮膚を覆い、前記炭酸ガス及びミスト供給手段から
供給された炭酸ガス及びミストを内部に封入する空間を形成するフラットなパッチ形状の
カバー手段と、から構成され、前記カバー手段内の炭酸ガスを所定の圧力値以上で生体の
皮膚に接触させることを特徴とする炭酸ガス圧浴システムを提供する。
【０００９】
　ここで、上記本発明の炭酸ガス圧浴システムは、前記カバー部材内部を加圧する加圧手
段をさらに備えるようにしても良い。この際、前記加圧手段は、インターバル加圧（パル
ス加圧）を行うのが好ましい。
【００１０】
　また、上記本発明の炭酸ガス圧浴システムは、前記炭酸ガス、液体、及びミストの供給
状態を計測するセンサと、このセンサの計測値に基づき前記炭酸ガス、液体、及びミスト
の供給制御を行う制御手段と、をさらに備えるのが好適である。
【００１１】
　さらに、前記液体は水であるのが最適である。または、前記液体は、メンソール、ビタ
ミンＥ、ビタミンＣ、シクロデキストリン、光触媒とアパタイトの複合体、ヒアルロン酸
、コエンザイムＱ１０のうち、何れか一つまたは複数の薬剤が含有された水としても良い
。
【００１２】
　また、前記液体は、加熱された状態で前記炭酸ガス及びミスト供給手段に供給されるの
が好適である。そして、前記炭酸ガス及びミスト供給手段から前記カバー内に供給される
前記ミストの粒径は、１０μｍ以下であるのが良い。
【００１３】
　なお、前記制御手段は、炭酸ガス圧浴において前記カバー部材内の圧力を１．０５乃至
２．５気圧に保持するのが好適である。
【００１４】
　また、前記炭酸ガス及びミスト供給装置が供給するミストに電荷を付与する電荷供給手
段をさらに備えても良い。このとき、前記電荷は、マイナス電荷であるのが好適である。
【００１５】
　さらに、前記カバー手段は、生体の皮膚との間に炭酸ガス及びミストを溜める空間を形
成するカバー部材と、このカバー部材の周縁に設けられ、そのカバー部材を生体の皮膚に
貼着するための貼着部と、前記カバー部材内部に炭酸ガス及びミストを導入するためこの
カバー部材内と連通し、内部に逆流防止弁が形成された供給口と、を備えるのが好ましい
。加えて、前記カバー手段を生体の皮膚に固定するための固定手段をさらに備えるのが好
適である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の炭酸ガス圧浴システムによれば、炭酸ガスを導入する密閉空間をフラット形状
のパッチ内とすることにより、少量の炭酸ガスでも効率的に経皮吸収させることが可能と
なる。また、制御装置により圧浴カバー内の炭酸ガスの量、圧力、及びミストの粒子径、
量等を制御可能なため、常に最適な状態で炭酸ガス圧浴を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】
〔第１の実施形態〕
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る炭酸ガス圧浴システムの全体概略図である。こ
の図に示すように、本実施形態の炭酸ガス圧浴システムは、炭酸ガス供給手段１１と、液
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体供給手段２１と、液体をミスト状にし炭酸ガスに含ませた状態で加圧供給する炭酸ガス
及びミスト供給装置３１と、供給された炭酸ガス及びミストを内部に封入する空間を形成
するフラットなパッチ形状の圧浴カバー４１と、炭酸ガス及びミストの供給制御を行う制
御装置５１と、から構成される。
【００１９】
　炭酸ガス供給手段１１は、炭酸ガス及びミスト供給装置３１を介して圧浴カバー４１内
に炭酸ガスを供給する。ただし、圧浴カバー４１内に十分にミストが供給されている場合
は、炭酸ガス供給手段１１から直接炭酸ガスのみを圧浴カバー４１内に供給する。この炭
酸ガス供給手段１１としては、炭酸ガスボンベ（例えばカートリッジ式の小型ボンベ）を
用いるのが最適である。なお、炭酸ガス供給手段１１には、炭酸ガスの圧力調整のための
レギュレータ１２が設けられている。
【００２０】
　液体供給手段２１は、ポンプ等から構成され、炭酸ガス及びミスト供給装置３１に液体
を供給する。この液体としては、水を用いるのが良い。液体には、メンソール等の清涼作
用を生じさせる薬剤や、血行をより促進させるビタミンＥ、美肌効果の高いビタミンＣ、
炭酸ガスの臭気を除去するためのシクロデキストリン、皮膚表面に付着している細菌等を
殺菌するための薬剤（例えば光触媒とアパタイトの複合体）、保水力に優れ肌の保湿効果
を有するヒアルロン酸、細胞を活性化し免疫力を向上させるコエンザイムＱ１０等を単独
あるいは複数組み合わせて混合して供給し、炭酸ガスの生理作用との相乗効果を生じさせ
ることも可能である。また、図１に示すように、複数の液体供給手段２１Ａ、２１Ｂを配
置し、それぞれ異なる液体を供給するようにしても良い。この液体供給手段２１には、供
給圧調整のため圧力計２２（２２Ａ、２２Ｂ）をそれぞれ設ける。また、液体を加温する
（例えば水を４０℃程度の湯にする）ためのヒータや温度制御のための温度計を配置する
ようにしても良い。
【００２１】
　炭酸ガス及びミスト供給装置３１は、液体供給手段２１から供給された液体をミスト状
にし、炭酸ガス供給手段１１から供給された炭酸ガスに含ませた状態で圧浴カバー４１内
に加圧供給する装置である。炭酸ガスは、液体のミストとともに供給することで、皮膚か
らの吸収が促進される。本実施形態の炭酸ガス及びミスト供給装置３１は、流体ノズル３
２（ここでは例として二流体ノズル、もしくは三流体ノズル）を備え、炭酸ガス供給手段
１１から供給された炭酸ガスの高速流を利用して液体を微粒化させてミストとし、これを
炭酸ガスとともに圧浴カバー４１内に供給する。炭酸ガス及びミスト供給装置３１は、単
に上記の流体ノズル３２のみから構成されても良いし、複数の流体ノズルから生成された
ミストの液滴同士をぶつけてさらに液滴を微細化させるタイプの装置であっても良い。ま
た、流体ノズル３２から生成されたミストをプレートに形成された微細孔に通すことによ
り、所望の粒径以下の液滴からなるミストにするタイプの装置であっても良い。このとき
供給されるミストの粒径は微細であることが望ましく、具体的には１０μｍ以下であるの
が最適である。なお、図１に示す炭酸ガス及びミスト供給装置３１は装置底部に液体排出
部３３を備えており、ここから装置内部に溜まった液体を排出し、必要に応じて再利用す
ることができる。
【００２２】
　圧浴カバー４１は、生体（ここでは例として、人体の下肢）の皮膚を覆い、炭酸ガス及
びミストを内部に封入する空間を形成できるカバーであり、フラットなパッチ形状を有し
ている。図２は本発明に係る炭酸ガス浴用カバーの全体概略図、図３はその炭酸ガス浴用
カバーの縦断面模式図である。これらの図に示すように、圧浴カバー４１は、カバー本体
４２とカバー本体の固定部４７から構成される。カバー本体４２は、生体の皮膚を覆うカ
バー部材４３と、そのカバー部材４３の周縁に設けられる皮膚への貼着部４４と、カバー
部材４３が形成する空間４６内に炭酸ガス及びミストを導入するための供給口４５とから
なる。また、固定部４７は、止着ベルト４８と、ベルト止め部４９とからなる。
【００２３】
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　なお、カバー本体４２内の空間４６には圧力計６１が設置されている。制御装置５１は
、圧浴カバー４１内の圧力値を１気圧以上（より好適には１．０５～２．５気圧程度）に
保つため、この圧力計６１の計測値に基づき、炭酸ガス及びミストの供給を制御する。ま
た、カバー本体内４２の空間４６には、圧浴カバー４１内の温度を計測するための温度計
６２が設置されている。制御装置５１は、圧浴カバー４１内を温浴効果が得られる設定温
度（例えば３８℃程度）に保つため、温度計６２の計測値に基づき液体供給手段２１にお
けるヒータのオン・オフ等を行う。
【００２４】
　カバー部材４２は、図３に示すように圧浴カバー４１と皮膚の間に炭酸ガスを溜める空
間４６を形成して、炭酸ガス及びミストを内部に封入可能にする。このカバー部材４２は
、非通気性素材から構成される。例えば、天然ゴム、シリコンゴム、ポリエチレン、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリ
塩化ビニル、ポリアミド系樹脂、ポリテトラフルオロエチレン等からなるのが好適である
。
【００２５】
　カバー部材４３の周縁には、カバー本体４２内の炭酸ガス及びミストの漏出を防ぐため
に貼着部４４が設けられている。貼着部４４の生体の皮膚に接触する側には、皮膚に貼着
する素材が配置される。この粘着素材は、例えばポリウレタンやシリコンゴム等からなる
粘弾性ゲルであるのが好ましい。また、この粘着素材は取り外し可能なものを用いて、使
用の都度あるいは粘性が弱くなれば交換できる構成が最適である。
【００２６】
　供給口４５は、カバー本体４２内の空間４６に炭酸ガス及びミストを導入するため、カ
バー本体４２内の空間４６に連通して設けられている。この供給口４５の内部には、炭酸
ガス及びミストの逆流を防ぐための逆止弁が設けられている。
【００２７】
　固定部４７の止着ベルト４８は、様々な使用者の体型や使用個所に対応するため、ゴム
等の伸縮性を有する素材から構成されるのが好ましい。ベルト止め部４９は、止着ベルト
４８の着脱が容易なワンタッチバックル等が望ましい。また、止着ベルトのベルト長さを
容易に調節できるアジャスター等をさらに備えるようにしても良い。
【００２８】
　なお、図ではカバー本体４２の形状を矩形としたが、生体の適用する部位に合わせて様
々な形状を用いて良い。また、固定部４７を止着ベルト４８とベルト止め部４９とから構
成したが、紐や面ファスナー、サポーター等から構成しても良い。
【００２９】
　制御装置５１は、ＣＰＵ、メモリ、ディスプレイを備えたコンピュータから構成される
。そして、炭酸ガス供給手段１１から供給される炭酸ガスの圧力やオン・オフ切替の制御
、炭酸ガス及びミスト供給装置３１／圧浴カバー４１への炭酸ガスの供給切替、液体供給
手段２１からの液体の供給圧や温度、供給のオン・オフ切替の制御、炭酸ガス及びミスト
供給装置３１の液体排出部３３のオン・オフ切替の制御等を行い、最適な状態で炭酸ガス
圧浴が行えるようにする。
【００３０】
　そこで、本実施形態の炭酸ガス圧浴システムを用いて炭酸ガス圧浴を行う際には、圧浴
カバー４１を生体（ここでは人体の下肢）に固定して密閉し、炭酸ガス供給手段１１から
炭酸ガスを、液体供給手段２１から液体を、炭酸ガス及びミスト供給装置３１へ供給する
。その際制御装置５１は、液体及び炭酸ガスの供給圧や量、温度等の調整を行う。炭酸ガ
ス及びミスト供給装置３１は液体のミストを生成し、これを炭酸ガスとともに供給口４３
から圧浴カバー４１内へ供給する。ミストが十分に充填された場合は、炭酸ガス供給手段
１１から直接炭酸ガスのみを圧浴カバー４１内に供給する。制御装置５１は圧力計６１、
温度計６２の計測値から、圧浴カバー４１内が最適な加圧、加温状態（約１．０５～２．
５気圧、約３８℃）となったら炭酸ガス及びミストの供給を停止し、その状態を保持して
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炭酸ガス圧浴を行う。
【００３１】
　なお、上記では炭酸ガス圧浴を行う生体の部位として人体の下肢を例にとって説明した
が、本発明は様々な部位に適用することができる。また、人体に限らず、動物にも適用す
ることができる。その場合、対象とする部位に合わせた形状の圧浴カバーを用いて、最適
な炭酸ガス圧浴を行うようにする。
【００３２】
　なお、炭酸ガス圧浴における加圧は、所定のインターバルでパルス状に行うことにより
効果が高まるため、制御装置５１は炭酸ガスを一定のリズムで間歇的に圧浴カバー４１内
に供給するようにしても良い。その際の間隔は、脈の拍動にほぼ同期させると効果が高く
なる。
【００３３】
〔第２の実施形態〕
　図４は、本発明の第２の実施形態に係る炭酸ガス圧浴システムの全体概略図である。本
実施形態では、発生させたミストを帯電させるための手段をさらに備えた炭酸ガス圧浴シ
ステムについて説明する。なお、図１に示す第１の実施形態と同一の部分については、同
一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００３４】
　図４に示すように、本実施形態の炭酸ガス圧浴システムには、炭酸ガス及びミスト供給
装置３１の炭酸ガス及びミスト排出部３４に、電極７２が配置されている。電極７２は電
源装置７１に接続されており、制御装置５１により電圧値の設定、及びオン・オフの制御
が行われる。
【００３５】
　電極７２は、流体ノズル３２が発生させたミストが排出部３４から排出される際に電荷
（マイナスの電荷が望ましい）を付与する。それによりミストを帯電状態とし、荷電した
物体への付着性を高めることができる。例えば、生体の皮膚への付着性を向上させれば、
ミストによる炭酸ガスの吸収率向上の効果をさらに高め、ミストに上述したような薬剤が
含まれる場合はその皮膚への浸透を促進することができる。
【００３６】
　そこで、本実施形態の炭酸ガス圧浴システムを用いて炭酸ガス圧浴を行う際には、圧浴
カバー４１を生体（ここでは人体の下肢）に固定して密閉し、炭酸ガス供給手段１１から
炭酸ガスを、液体供給手段２１から液体を、炭酸ガス及びミスト供給装置３１へ供給する
。その際制御装置５１は、液体及び炭酸ガスの供給圧や量、温度等の調整を行う。炭酸ガ
ス及びミスト供給装置３１は液体のミストを生成し、これを炭酸ガスとともに供給口４３
から圧浴カバー４１内へ供給する。制御装置５１は電源装置７１をオンにし、電極７２か
らミストに電荷を付与する。ミストが十分に充填された場合は、炭酸ガス供給手段１１か
ら直接炭酸ガスのみを圧浴カバー４１内に供給する。制御装置５１は圧力計６１、温度計
６２の計測値から、圧浴カバー４１内が最適な加圧、加温状態（約１．０５～２．５気圧
、約３８℃）となったら炭酸ガス及びミストの供給を停止し、その状態を保持して炭酸ガ
ス圧浴を行う。
【００３７】
　なお、炭酸ガス圧浴における加圧は、所定のインターバルでパルス状に行うことにより
効果が高まるため、制御装置５１は炭酸ガスを一定のリズムで間歇的に圧浴カバー４１内
に供給するようにしても良い。その際の間隔は、脈の拍動にほぼ同期させると効果が高く
なる。
【００３８】
〔第３の実施形態〕
　図５は、本発明の第３の実施形態に係る炭酸ガス圧浴システムの全体概略図である。本
実施形態では、さらに加圧手段を備えた炭酸ガス圧浴システムについて説明する。なお、
図１に示す第１の実施形態と同一の部分については、同一の符号を付して詳細な説明は省
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略する。
【００３９】
　図５に示すように、本実施形態の炭酸ガス圧浴システムには、圧浴カバー（ここでは例
として人体の下肢用）１４１内を加圧するための加圧手段として、加圧部（ガス溜）８１
が設けられている。加圧部８１は圧浴カバー１４１に連通して設けられる中空のガス溜で
ある。この加圧部８１は、圧浴カバー１４１の供給口１４５に接続されるとともに、自身
も供給口８２を備えており、ここから炭酸ガスとミストが内部に供給される。なお、圧浴
カバー１４１の供給口１４５と加圧部８１の供給口８２とは、ともに内部に炭酸ガス及び
ミストの逆流を防ぐための逆止弁が設けられている。ここで、図５における符号１４３は
カバー部材、１４４は貼着部、１４８は止着ベルト、１４９はベルト止め部を示している
。
【００４０】
　そこで、本実施形態の炭酸ガス圧浴システムを用いて炭酸ガス圧浴を行う際には、圧浴
カバー１４１を生体（ここでは人体の下肢）に固定して密閉し、炭酸ガス供給手段１１か
ら炭酸ガスを、液体供給手段２１から液体を、炭酸ガス及びミスト供給装置３１へ供給す
る。その際制御装置５１は、液体及び炭酸ガスの供給圧や量、温度等の調整を行う。炭酸
ガス及びミスト供給装置３１は液体のミストを生成し、これを炭酸ガスとともに供給口８
２から加圧部８１へ、さらに加圧部８１から圧浴カバー１４１の供給口１４５を介して圧
浴カバー１４１内へ供給する。ミストが十分に充填された場合は、炭酸ガス供給手段１１
から直接炭酸ガスのみを圧浴カバー１４１内に供給する。そして必要最低限の炭酸ガス及
びミストが溜まったところで炭酸ガス及びミストの供給を停止する。次いで、加圧部８１
を押し潰すように押圧することで加圧部８１内の炭酸ガスを圧浴カバー１４１内に排出し
、圧浴カバー１４１内を適度（約１．０５～２．５気圧）に加圧し、炭酸ガス圧浴を行う
。
【００４１】
　なお、加圧部８１は手動で押圧する構成としても良いし、駆動装置を用いて制御手段５
１の制御で機械的に行っても良い。炭酸ガス圧浴における加圧は、所定のインターバルで
パルス状に行うことにより効果が高まるため、加圧部８１を一定のリズムで間歇的に押圧
させても良い。その際の加圧の間隔は、脈の拍動にほぼ同期させると効果が高くなる。
【００４２】
　上記のように構成したため、本発明の炭酸ガス圧浴システムによれば、炭酸ガスを導入
する密閉空間をフラット形状のパッチ内とすることにより、少量の炭酸ガスでも効率的に
経皮吸収させることが可能となる。また、制御装置により圧浴カバー内の炭酸ガスの量、
圧力、及びミストの粒子径、量等を制御可能なため、常に最適な状態で炭酸ガス圧浴を行
うことができる。
【００４３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排
除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、炭酸ガスを生体の皮膚に直接接触させて血液循環を改善させるための炭酸ガ
ス圧浴システムに係り、特に、炭酸ガスを所定の圧力値以上で生体の皮膚に接触させるこ
とにより皮膚からの炭酸ガスの吸収効率を向上させる炭酸ガス圧浴システムに関し、産業
上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る炭酸ガス圧浴システムの全体概略図である。
【図２】本発明に係る炭酸ガス浴用カバーの全体概略図である。
【図３】本発明に係る炭酸ガス浴用カバーにおけるカバー本体の縦断面模式図である。
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【図４】本発明の第２の実施形態に係る炭酸ガス圧浴システムの全体概略図である。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る炭酸ガス圧浴システムの全体概略図である。
【符号の説明】
【００４６】
１１　　炭酸ガス供給手段
１２　　レギュレータ
２１、２１Ａ、２１Ｂ　　液体供給手段
２２、２２Ａ、２２Ｂ　　圧力計
３１　　炭酸ガス及びミスト供給装置
３２　　流体ノズル
３３　　液体排出部
３４　　炭酸ガス及びミスト排出部
４１、１４１　　圧浴カバー
４２　　カバー本体
４３、１４３　　カバー部材
４４、１４４　　貼着部
４５、１４５　　供給口
４６　　空間
４７　　固定部
４８、１４８　　止着ベルト
４９、１４９　　ベルト止め部
５１　　制御装置
６１　　圧力計
６２　　温度計
７１　　電源装置
７２　　電極
８１　　加圧部
８２　　供給口
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